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項目 発言者 意見内容 回答 頁 本文等への対応 

治水 Ｆ委員  固定堰の対応を実施する際
には、堰周辺の地下水利用
者に影響が出ないように配慮
して欲しい。 

 固定堰の対応時には周

辺地下水利用者への影

響について把握し、適切

に対応します。 

P48  河道掘削にともない改築が必要となる固定堰

については、施設管理者と協議・調整を図り、対

応を行います。また、対応時は周辺地下水利用

者への影響について把握し、適切に対処します。 

環境 Ｆ委員 
 

 魚類等の遡上・降下を阻害
していると思われる魚道の改
善ですが、生態系に影響は
ないでしょうか。 

本懇談会で意見を頂いた

ところ、魚類等の遡上・降

下を阻害していると思わ

れる魚道を改善すること

で、デメリットは無いという

意見を頂きました。 

P53   魚類等の中には上・下流や支川、農業用水路

に移動するものがいるため、生息・生育・繁殖環

境は流域として考える必要があります。 
魚類等のすみやすい川づくりを実現するために、

魚類等の遡上について当該堰の上下流の状況

を調査した上で、施設管理者等関係者と協議し 
、必要に応じて魚道の改善が図られるように努

めます。 

その他 Ａ委員  本計画の進捗・実施状況等
を適時・継続的に知らせる工
夫をして欲しい。 
  情報開示をさらに徹底する
ことで外部チェックのほか地
域住民の節水・防災などの意
識を深め不法投棄の減少な
どにも資するものと考えます。 

   本計画に限らず、山口

河川国道事務所管内の

事業・計画等については、

進捗・実施状況等が地域

住民の方に把握できるよ

う、メディアやホームペー

ジを通じて積極的に情報

発信をしていきます。 

P68 3)ホームページによる情報発信 
佐波川の治水、利水、環境に関する情報を地域

で共有できるよう、山口河川国道事務所ホーム

ページを活用して、河川整備の状況や自然環境

の現状等に関する情報発信に努めます。 

Ｆ委員   災害図上訓練等は国、県、
自治体が一体となって支援す
る必要があると思います。 

  文章を追加します。 P70   治水に関しては、その時点での整備水準を上

回る規模の洪水が発生した場合の被害を最小

限にくい止めるために、地域住民の防災意識の

向上が必要となります。このため、国・県・自治

体等が協力し、地域住民が主体となった災害図

上訓練の実施等、自分の住む地域を知り、住民

の手で災害時に取るべき行動を考えるトレーニ

ング等を支援します。 

資料－３ 佐波川河川整備計画（原案）について 
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資料－４ 佐波川整備計画（原案）の意見募集と説明会の案内について 

発言者 意見内容 回答 対応 

Ａ委員  大規模地震対策、津波対
策について書かれていない。 

   大規模地震対策、津波対策は具体

的な対策案は現時点では決定しており

ません。調査を進め適切な対応をとら

せていただきます。 

 

 佐波川水系河川整備計画（原案）において、耐震

対策・津波対策については、「今後調査・検討を行

い、緊急的な対策が必要と判断された場合には、

速やかに対処する」と記述しております。(原案P43) 

 現時点では、具体的な整備区間・箇所が定まって

おらず、不確定なことをアンケート用紙に記述すると、

誤解を招く恐れがあり、記述を控えさせて頂きます。 
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【Ｆ委員】 
 固定堰の対応を実施する際には、堰周辺の地下水利用者に影響が
出ないように配慮して欲しい。 

資料－３ 佐波川河川整備計画（原案）について 

原案に対しての意見 対応 

【事務局返答】 
  固定堰の対応時には周辺地下水利用者への影響について把握し、
適切に対応します。 
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【Ｆ委員】 
 魚類等の遡上・降下を阻害していると思われる魚道の改善ですが、
生態系に影響はないでしょうか。 

資料－３ 佐波川河川整備計画（原案）について 

原案に対しての意見 対応 

【事務局返答】 
  本懇談会で意見を頂いたところ、魚類等の遡上・降下を阻害してい
ると思われる魚道を改善することで、デメリットは無いという意見を頂き
ました。 
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【Ａ委員】 
 本計画の進捗・実施状況等を適時・継続的に知らせる工夫をして欲
しい。 
  情報開示をさらに徹底することで外部チェックのほか地域住民の節
水・防災などの意識を深め不法投棄の減少などにも資するものと考え
ます。 

資料－３ 佐波川河川整備計画（原案）について 

原案に対しての意見 対応 

【事務局返答】 
 本計画に限らず、山口河川国道事務所管内の事業・計画等について
は、進捗・実施状況等が地域住民の方に把握できるよう、メディアや
ホームページを通じて積極的に情報発信をしていきます。 

【山口河川国道事務所HP】 
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【Ｆ委員】 
 災害図上訓練等は国、県、自治体が一体となって支援する必要があ
ると思います。 

資料－３ 佐波川河川整備計画（原案）について 

原案に対しての意見 対応 

【事務局返答】 
  文章を追加します。 
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